プレシス本厚木コンフォート管理組合　第９期第６回理事会議事録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）
	日　　時
	２０２２年１０月８日（ 土 ）午後２時００分から午後５時００分

	場　　所
	名　称：伏見管理サービス株式会社　第２事業所　会議室
所在地：神奈川県厚木市旭町五丁目４３番１６号



	役員
出欠
状況
	第９期役員総数８名中、５名の出席　　

	
	部屋番号
	組合員名
	役職
	備考
	出欠

	
	６０２
	亀　山　知　宏
	理事長
	会計・建物・設備担当兼務
	出席

	
	６０６
	中　村　健　志
	副理事長
	自治会・地域担当兼務
	出席

	
	５０３
	田　澤　　　裕
	理　事
	駐車場担当
	出席

	
	８０３
	大　友　  　隆
	理　事
	防犯・防災担当
	出席

	
	９０６
	平　出　祐　介
	理　事
	生活環境担当
	欠席

	
	３０６
	曽　根　満　生
	理　事
	
	欠席

	
	１２０６
	全　　　香　花
	理　事
	
	出席

	
	１１０３
	中　村　隆　行
	監　事
	
	出席



	他出席者
	伏見管理サービス㈱　石井
	以下「管理会社」という



【議事内容】
	議題１．防犯カメラリース契約に於ける発注条件としての管理組合議事録の提出について

	防犯カメラリース等の契約当事者への管理組合議事録を提出する際に、当該議案とは関連ない部分に関しては黒塗り等して提出すべきではないかとの意見があったことについて、検討を行った。
協議の結果、管理組合議事録に個人情報を特定するものは無い為、黒塗り等はせずに提出することとした。

	議題２．第２回臨時総会議案について

	第２回臨時総会議案について、実施したアンケート集計結果及び総会資料素案を基に以下の内容について、協議をそれぞれ行った。意見・結果と併せて記載する。

〇第１号議案：長期修繕計画の見直し及び管理費・修繕積立金改定／第１０期予算案承認の件
第１回臨時総会であった意見及びアンケートの意見・結果を受け、駐車場会計を別々としたい方が多数いた為、管理費及び修繕積立金の改定実行と長期修繕計画の見直しについて、第１０期からの予算の変更を含めて改めて第２回臨時総会で議案上程することした。

＜質疑応答／検討結果／今後の対応＞
管理費・修繕費の徴収の考え方については、従来の徴収金額に対して、管理費を上げて、修繕費を下げる。それらを合計した徴収金額は第９期から第１０期で増える。但し、第１３期以降（段階方式が上限）で予定していた合計支出と同等としている。
第１０期から駐車場収入を駐車場会計の収入に移行、管理委託費の中の機械式駐車場保守点検費用を駐車場会計の支出へ移行、管理費の電気料金（機械式駐車場・エレベーター）費用を駐車場会計の支出へ移行、修繕費を一部駐車場会計へ移行させる。
駐車場はＮｏ．５だけ空いており、それ以外は契約されている。
管理費支出の修繕費は２００万円で一旦予算化し、管理組合運営費：４０万円（ＷＥＢ会議システム導入に向けた設備費）、電気料金はエフビットコミュニケーションズへ切替えしたので、多少電気料金が下がっている。
専有部の漏水事故は専有部の方が自己負担にする管理規約のルールとなっているが、一部共用部の火災保険で対応してしまった背景があり、今後共用部の火災保険料金が高額になるリスクがある為、専有部の漏水事故は占有者が対応して欲しいとの事について添付する事とした。
国土交通省から発行されている長期修繕計画ガイドラインに沿って、長期修繕計画の一部文言を変更した。大規模修繕工事の第1回目は１３年目（仮）の計画としている。劣化診断後に大規模修繕工事の目安時期を見直す予定。大規模修繕工事の着工の約２年前から準備が必要あり。理事会でやるか、専門委員会でやるかは、その時の理事会で決めれば良いと考えている。また、駐車場会計の独立化についても議案内容に含めることを確認した。第１０期の予算詳細と実行計画は定期総会までに検討する事とした。第１０期の管理費：約３０万円赤字については、第９期時点で約残っているので、問題無いと考えている。（理事長）

〇第２号議案：理事会役員協力金制度追加及び管理規約変更承認の件（特別決議）
実施したアンケート集計結果（４０／６９件：回答率５８％）と意見を元に検討を行い、止むを得ない事情を持つ役員該当者への救済策として、職業・理由を明記した書面を理事会に提出してもらい、総会にて正当性が認められた場合には負担金を減免（半額）することとし、議案説明の素案に付帯条件を追記することを決定した。併せて役員の参加・就任を促すため、通常開催と並行してオンライン（ＷＥＢ）参加も可能とするための各種備品の導入について、今後の検討課題とした。

＜質疑応答／検討結果／今後の対応＞
理事会に出席していない方でも事前に資料作成等で貢献されている方は理事会参加扱いにするのか？（理事）
→今まで理事会出席していない方は、基本的に資料作成等は実施している事例は無い。（理事長）
第２事業所会議室への無線ＬＡＮルーター導入可否については、管理会社へ確認依頼した。スピーカーフォンは高性能な物に選定した、代表的な大型モニター・プロジェクターの購入候補を選定した。
第三者管理方式について、月々１０～２０万円で理事長を代行してくれるサービスはある。もし第三者管理方式を導入した場合、管理費は大幅に値上りする。このマンションは比較的ファミリー層が多いマンションなので、お金より手間を選択するしかないと考えている。（理事長）
管理会社の事務所は、９：００～１９：３０の時間帯しか借用が出来ない。（管理会社）
それ以外の時間帯でもし理事会を実施する場合は、エントランスや各戸の部屋で実施せざるを得ないと考えている。エントランスで理事会を実施する場合は、各自で机・椅子を持参した上で、パソコン・プロジェクター・スピーカーフォンとネット回線を用意する必要がある。今後、もし競売物件が出た場合に、管理組合で買い取って会議室にする手段はある。（理事長）
理事の業務内容が分からないとの意見があるので、マニュアルを作成が出来ないか？（理事）
→現状としてはあまりマニュアル化が出来ていない。Ｙｏｕｔｕｂｅ『マンション生活のお手伝い』チャンネルが分かり易い。理事長・会計理事の分は一部マニュアルを作成しているが、多くの業務はマニュアルが出来ていない。理事会協力金の相場最大値のリンク先も参考で紹介している。実際に理事会へ出席しないと業務内容や理事会の雰囲気は分からないと考えている。（理事長）
屋上にスーパーハウスを設置が出来ないか？（理事）
→屋上に行く扉は基本的に鍵が掛かっており、簡単に出入りが出来ないので現実的では無い。（理事長）
管理会社として理事会のＺｏｏｍ案内は出せるか？（理事長）
→理事会のＺｏｏｍ案内は出せる。（管理会社）
単身者で入院して、物理的に何も出来ない場合はどうするのか？（理事）
→管理規約の第３６条第２項に基き、意思疎通が出来ないとして、その管理規約を適用して、役員を免除する予定。（理事長）
７年で輪番制を１周回す前提で、協力金６万円だった場合、月々約７００円負担となる。（理事長）
輪番制を１年前後する事は出来ないか？（理事）
管理組合で輪番制を管理する手間が大幅に増える可能性が高く現実的では無い。（理事長）
また、参加率向上の為、様々な時間帯での理事会・総会の開催の可能性を踏まえ、マンション敷地への集会室等の設置についても協議を行い、廃止した駐車場区画の２階部分スペースの有効活用も一案として、ＴＤＳに実施可能であるか含めて相談することとした。

〇第３号議案：理事会役員対象拡大に伴う管理規約変更承認の件（特別決議）
第１回臨時総会で意見があった理事会役員の定数を９名の指名制から、９名までとすること。また、理事会輪番制で代理出席者は占有者を含めて対象・選出とすることとし、管理規約の変更について、同じく臨時総会にて議案上程することとした。


	議題３．その他

	以下の項目について、それぞれ協議行った。意見・結果と併せて記載する。
①消防査察による指摘とその是正について
先般の査察により指摘がなされた４点について、内容の確認とその是正について確認を行った。
＜指摘事項＞
1. 消火器プレートが色褪せて見えにくい。
2. 消防設備点検報告書の提出されていない。
3. 消防計画の提出されていない。
4. 管理人が２４時間常駐していない。管理人室に２４時間立ち入る事が出来ない。
＜検討結果／今後の対応＞
今月実施分の点検報告書が完成次第提出することを管理会社に依頼した。
色褪せ・劣化した消火器プレートの更新（交換）の見積書の提示を管理会社に依頼した。
尚、自転車置場に設置されている消火器ボックス交換の是非については、各自で状況を確認した上で、決定することとした。
・案①　消火器プレート更新：５０枚
・案②　消火器プレート更新：４９枚、消火器ボックス交換：１個
②自転車の棚卸及び過日配付を実施したステッカー貼付について
ステッカー貼付場所の未決定等、明確なルールが確立されていないことから、検討を行った。
＜現状の課題＞
・Ｎｏ.１：ステッカーの印字が消えて、視認できなかった。
・Ｎｏ.２：定期的にステッカーを契約全戸に配布すると言うルールが無い。
・Ｎｏ.３：ステッカーがどこに貼ってあるか視認できなった。
・Ｎｏ.４：契約状況と不整合な駐輪がされている。
・Ｎｏ.５：カバーされた自転車は、破損や個人所有であることを理由に苦情が出そうであること。
＜検討結果／今後の対応＞
・Ｎｏ.３：ステッカー貼付け位置がルール化されていない為、ステッカー貼付け位置がバラバラで自転車の棚卸しの確認作業で非効率的な状況となっている。ステッカー貼付け位置の優先順位は、優先度①：ドロヨケ部、優先度②：フレーム上部として、ステッカー貼付け案内文配布の際に絵を付けた上で、駐輪場使用細則への織込みを検討する事とした。
・Ｎｏ.５：バイク含めて車両へのカバー付きを容認するか否かについても検討を行った。現状カバーを外した状態でバイク置き場及び駐輪場へカバーを放置する事は使用細則で違反しているが、棚卸の実施時期とその周知及びステッカー貼付場所の指定については今後も継続して使用細則の変更を含めて検討することとし、カバーについては今期理事に使用者がいない為、来期以降の引継ぎ事項とした。自転車の棚卸でカバーを外して、ステッカー番号を確認する際に、カバーを万一破損してしまった場合でも保証しない事の使用細則を定期総会までに織込む事とした。自転車棚卸の実施時期については、１ヵ月単位で棚卸の案内文をエレベーター前に掲示する事とした。自転車の棚卸確認した際の結果報告は定期総会で報告する事とした。
・Ｎｏ.４：３４番に駐輪の自転車の所有者が不明であることについて、前契約者に確認することに加えて、自転車へのタグ付けにより所有者からの連絡を求める対応することとした。
害虫発生について
ゴミ庫内での害虫（ゴキブリ）発生を確認したとの報告があったが、高層階でも目撃されているとの報告もあった。ゴミ庫内については、駆除剤（コンバット）の購入と設置を決定した。今後は、消防設備点検に併せてバルコニーの私物保管状況を確認すること、共用廊下への忌避剤設置の容認等について、検討することとした。
尚、外壁等へ付着するユスリカについては各自で情報収集することとした。
総会決議事項の建物診断の契約書について
発注業者より提示されたことから、各自にて条項の確認を行った。
駐車場のミラー設置工事について
１０月２５日に実施予定との報告が管理会社からあり、周知掲示を依頼した。
⑥総会決議で改定された管理規約及び使用細則について
変更履歴及び整理を管理会社に依頼した。
⑦９月度の会計収支報告について
管理会社から説明があり、了承した。
⑧６０６号室ディスポーザー取り外し工事ついて
現状工事発注は未対応で、定期総会までには対応するとの報告があった。
⑨消防訓練時の備品購入費及び防火管理者への報酬手当の支給について
小口現金より行うことを確認した。
⑩放置ゴミの処分費（５００円）の支出について
小口現金より行うことを確認した。


	次回の予定について

	２０２２年１０月３０日（日）午前１０時００分：第９期第２回臨時総会



以上、本議事録は２０２２年１０月８日（土）に開催されたプレシス本厚木コンフォート管理組合第９期６回理事会の内容のとおりであることを認め、署名押印する。

名　称：プレシス本厚木コンフォート管理組合
所在地：神奈川県厚木市旭町五丁目４３番１１号

　　　　　年　　　月　　　日


　　　　　　　　議事録署名人　（議　　　長）　　　　　号室　　　　　　　　　　　　　　　　㊞


　　　　　　　　議事録署名人　（区分所有者）　　　　　号室　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
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